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薬価算定ルール 関連資料 

ェ ・薬価改定について 

2. 既 収載品の薬価算定方式について 

3. 新医薬品の薬価算定方式について 

4. 新医薬品の薬価算定プロセスについて 







既 収載医薬品の 薬価算定方式について 

1  これまでの経緯 
平成 3 年 5 月の中医協建議に 基づき、 流通改善 ( 建値制への移行 ) が逐次実 

施に移されている 機会をとらえて、 実勢価格のより 適切な反映、 価格の不自然 
なばらつきの 一層の是正、 算定方式の簡素化等を 図るため、 平成 4 年 4 月改正 
から適用。   
    

      0  全包装の加重平均値に 現行薬価の一定割合Ⅰ定価格 幅 (R 幅 ) ) を       

:  加算した数値をもって 新薬価とする。   
  

      0  一定価格 幅 (R 幅 ) は、 取引条件の差異等による 合理的な価格 幅 。 
  
  
    

[ 一定価格傭 (R 幅 ) 縮小の推移 コ 

平成 4 年 : 1 5%  づ 平成 6 年 : 1 3% 
づ 平成 8 年 : 1 1%0 
づ 平成 9 年 : 1 0%  ( 先発医薬品は 8%) 
づ 平成 m0 年 :  5%  ( 高 薬価 品は 2%) 

[ 調整 幅 方式の導入 ] 
調整 幅 : 薬剤流通の安定のための 調整傭 

平成 1 2 年 : 調整幅 2% 
1 4 年 :  Ⅱ 2 が。 
1 6 年 :  Ⅱ 2% 

2  平成丁 6 年 ( 調整幅 2%) における算定例 
改正前薬価が 100 円 、 購入価格 ( 消費税込 ) の加重平均値が 80 円であ れば、 

新薬価は改正前薬価の 2% を加えて、 80+2, 二 82 円とする。 

数量 

価格 

調整 幅 改正剛薬価 
(2%) (100 円 ) 

加重平均値 新薬価 
(80 円 ) (82 円 )   

    
  

当該 既 収載品の保険医療 
機関等における 薬価算定 

1 千消費税率   
      

3 
    



3  既 収載品の薬価改定の 特例 
昭和 4 2 年 1 0 月 1 日以降に承認はれた 既 収載 品 ( 後発品を除く ) のうち   

組成、 投与形態及び 薬効小分類が 当該 既 収載 品 と同一の最初の 後発 品 が新規 
収載された後の 最初の薬価改定に 該当するものについて、 以下の規定に 該当 

する割合を乗じて 控除した額に 改定。 ただし、 日本薬局方収載医薬品 ( 銘柄 
毎に薬価収載されているものを 除く ) 等は、 本特例の対象から 除外。 

①昭和 4 2 年 1 0 月Ⅰ日から昭和 5 5 年 9 月 3 0 日までに 
承認いれた 既 収載 品 

  4  %0   

5% 

6% 

  

②昭和 5 5 年 1 0 月 1 日 以降に承認、 された 既 収載 品 のうち   
平成 9 年度改定において R 幅が 8% とされたもの、 又は 
平成丁 Q 年度改定において R 幅が 2% とされたもの 

③昭和 5 5 年上 0 月Ⅰ 日 以降に承認された 既 収載 品 のうち   
上記②以外のもの 

( 注 ) 日本薬局方収載医薬品のうち 銘柄毎に薬価収載されているものについては、 
当該割合に 2 分の 1 を乗じた割合を 適用する 
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薬価再算定ルール 

Ⅰ 市場拡大高算定 

( 対象 品 ) 

①原価計算方式により 薬価算定されたもの 
②類似薬効比較方式等により 薬価算定されたもので、 薬価収載後に 使用方法 

の変化、 適用対象患者の 変化等により 使用実態が著しく 変化したもの 

( 価格調整 ) 
市場規模 ( 組成、 投与形態が同一の 類似薬の年間販売額の 合計額 ) が薬価 

収載時点における 予想年間販売額の 2 倍以上となり、 年間 1 5 0 億円を超え 
た場合 ( 収載後 1 0 年以内 ) に実施。 改定率は市場規模拡大率が 2 倍の時に 
0. 9 掛けとする指数処理であ るが、 市販後に集積された 調査成績により 真 
の臨床的有用性が 直接的に検証されている 場合には、 引き下げ率を 緩和 

( ただし、 原価計算方式により 算定された医薬品については 改正前薬価の 
75 れ 00 が下限、 それ以外の方式により 算定された医薬品については 改正前薬 
価の 85 れ 00 が下限 ) 

2  効能変化 再 算定 

( 対象 品 ) 
①主たる効能の 変化 品 

②新薬なら市場性加算の 対象と認められる 効能の変化 品 

( 価格調整 ) 
従前の主たる 効能のⅠ口薬価と 効能変更後の 当該効能の 1 日薬価を、 それ 

ぞれの効能についての 薬理作用類似薬の 年間販売額の 合計額で按分。 

3  用法用量変化 再 算定 

( 対象 品 ) 
①主たる効能及び 効果に係る用法又は 用量に変更があ ったもの 

( 価格調整 ) 
通常の改定後薬価を 1 日用量の変化の 比率で調整。 

4  不採算見高算定 

( 対象 品 ) 

①保険医療上の 必要性が高いものであ って、 薬価が低額であ るため製造等の 
継続が困難であ るもの 

( 価格調整 ) 
原価計算方式によって 算定。 



平成 7 年中医協建議に 基 つ 、 可算定を行った 品目の再算定根拠 

成分名 規格 数 品目 数 根拠 

平成 8 年塩酸タス ム ロシア 2 2 市場規模が当初の 予測を著しく 上回る 

ェパル レスタット   1 市場規模が当ネ の 予測を著しく 上回る 

アルプロスタルジ ル   4 市場規模が当初の 予測を著しく 上回る 

ソマ トロピン 4 12 市場規模が当ネ の 予測を著しく 上回る 

酢酸リュープロレリン   t 交能 追加による市場規模の 拡大 

ヒアルロン酸ナトリウム   2 市場規模が当初の 予測を著しく 上回る 

オ ザグレ ル ナトリウム   2 効能追加による 市場規模の拡大 

ェポェ チン 0   6 市場規模が当をの 予測を著しく 上回る 

エポェ チン   3 効能追加による 市場規模の拡大 

塩酸バンコマイシン   1 市場規模が当初の 予測を著しく 上回る 

イオ パミ ドール   8 市場規模が当初の 予測を著しく 上回る 

イオ ヘキ ソール Ⅰ 7 17 市場規模が当 ヰの 予測を しく上回る 

イオベルソール 13 13 市場規模が当初の 予測を著しく 上回る 

イオメプロール   9 市場規 ドが 当初の予測を 著しく上回る 

平成 9 年タクロリムス 水和物 2 2% 能 追加による市場規模の 拡大 

平成 1 0 年 テ プレノン   2 効能追加による 市場規模の拡大 
し し バミピド   1 交能 追加による市場規模の 拡大   
アシクロビル   3 効能追加による 市場規模の拡大 

平成丁 2 年酢酸 ゴセレ リン   1 市場規模が当初の 予測を著しく 上回る 

平成 1 4 年アザチオプリン   1 効能の変化 

リスペ リ ドン   3 用法用量の変更 

注射用乾燥インタ づ ，ロン - 3 6 保険適用上の 投与期間の変更 

インターフェロンアルア ァ (NAMALWA) 4 4 保険適用上の 投与期間の変更 

注射用乾燥 イ ン タづ，ロソ アルファ -2"  ( 組換え型 ) 3 6 保険適用上の 投与期間の変更 

注射用乾燥 リタづ ，ロシアリア -2b ( 組換え型 ) 3 3 保険適用上の 投与，間の変更 

注射用乾燥インタ づ ，ロンアルファ (BAL 卜 l)   6 保険適用上の 投与期間の変更 

イ ンタリ ， 。 ノ アルファコン -1  (i@ ィ 豆子組換え )   2 保険適用上の 投与期間の変更 

合計 27 成分 100 121 

Ⅰ 2 65 7R 市場規模が当初の 予測を著しく 上回る 

7 13 14 効能追加による 市場規模の拡大 

    1 効能の変化 

    3 用法用量の変更 

5 18 27 保険適用上の 投与期間の変更 



( 類似 あ るもの 薬の 「 り 

( 類似 な い 薬の もの   

新 薬 の 薬 価 算 定 方 式 に つ い て 

「． ぎ頃 Ⅰ 助 七三集 う 下ナ @ とヒ 車ヌミ 1. 補正加算 4. 外国平均価格調整 

方式 I 

画期性加算 40 ～ 100% ・ 1.5 倍を上回る場合は 

有用性加算 (1)15 ～ 30% 引下げ調整 
有用性加算 (D) 5 ～ 10% ・ 0 ． 75 倍を下回る場合は 

づ 2. 類似薬効比較 市場性加算 (1)  10% 引上げ調整 

方式Ⅱ 市場性加算 (D)  3% 
( 新規性に乏しい 新薬 ) 

      
3. 原価計算方式 

製造 ( 輸入 ) 原価 

販売 費 、 一般管理費 

営業利益 
流通経費 
消費税等 

  
・ ].5 倍を上回る場合は 

引下げ調整 
・ 0 ． 75 倍を下回る場合は 

引上げ調整 

5. 規格間調整 



原価計算方式による 新医薬品の薬価算定 

く 基本的な仕組み ) 
製品製造原価に 各種統計に基づく 販売 費 ・一般管理費等を 積算し、 薬価を算定。 
類似薬効比較方式の 場合の補正加算は 行わない。 

製品製造原価 販売 費   営業 流通 消費税 

( 原材料費・労務費・ 製造箆鷺 ) 一般管理費 利益 経費 

ド 各種統計等 フ 

く 薬 価 ノ 

3 5 9 円 

0 薬価算定例   6 2 円 

十 

打鍵作業 
下ノ 労務費 ( 注 1)  30 円 

箱 詰め作業 
十 

光熱費等 
㌔ ノ 製造経費 4 2 円 労務費 X 1. 4 0 7 ( 注 2) 

試験検査費 
  

製品製造原価 二 1 3 4 円 

(A) 製品製造原価 1 3 4 円 

(B) 販売費及び一般管理費 1 5 6H@ (B)/((A)+(B)+(C)) 

( 倉庫 費 、 宣伝費及び研究費など )  =0. 4 3 5 ( 注 3) 

(C) 営業利益 6 9R@ (C)/((A)+(B)+(C)) 
=  0  ．Ⅰ 9  2  ( 注 4  ) 

士 

製造業者出荷価格 3 5 9 円 

(D) 流通経費 4 Ⅰ 円 (0. Ⅰ 0 3 ( 、 注 5)) 
Ⅰ ケノ 400 円 

十 

(E  ) 消費税 (5%) 2 0 円 

  

薬 ィ面 4 2 0 円 

( 注 1) 労務費単価 : 平成 13 年度「毎月勤労統計 ( 年平均 ) 」 ( 厚生労働省 ) 
( 注 2) 製造経費率 : 「産業別財務 デづ ルト     フ，ック 」平成 13 年度 ( 日本政策投資銀行 ) 

( 注 3) 販売費及び一般管理費率 : ( 同上 ) 

(. 注 4) 営業利益率 : ( 同上 ) 
( 注 5) 流通経費率 : 厚生労働省 医 政局調べ ( 平成 13 年度 ) 

Ⅹなお、 これらの係数については、 平成 1 4 年 4 月以降の収載品目より、 新薬収載希望者が 希 
望する係数を 用いて薬価基準収載希望書を 提出することができることとなった。 
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皿 画期的新薬、 希少疾病医薬品等の 薬価算定ルールについて 

補正加算の推移 

l 画 期 的 新 薬 l 有用性の高い 新薬 @  市場規模の小さい 新薬   
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市場性加算 (3%) 
以下に揚げる 要件のうち少な 
とも一つ む 満たす新医薬品。 
  患者数が極めて 少ない疾患 

を 適用として承認、 さ 

れたものであ るこ と 

  市場規模が小さい 薬効能 に 

属するものであ るこ 
と 0 

議
 

建
 

年
 

7
 

成
 

平
 

0 画期性加算 (40%) 0 有用性加算 (1) (]0%) 0 市場性加算 ( 1 ) (10%) 
以下の要件をすべて 満た 画期性加算の 3 要件の う 患者数が極めて 少ない疾患、 を 

すもの。 ち 2 つ る 満たすもの。 適用として承認、 されたものであ 
ア ． 全く新しい着想、 によっ ること ( 希少疾病用医薬品に 準 

て 研究・開発されたもの 0 有用性加算 ( Ⅱ ) (3%) じた医薬品であ ること㌦ 
であ ること。 以下の要件のいずれかを 

イ ． 既存の医薬品に 比して満たすもの。 0 市場性加算 (1) (3%) 
明らかに高い 有効性又は ア ． 既存の医薬品に 比して 市場規模が小さく 新医薬品の 
安全性を有することが、 明らかに高い 有効性又は開発が 少ない薬効 群 に属するも 
客観的かつ科学的に 実証 安全性を有することが、 のであ ること。 
されていること。 客観的かつ科学的に 実証 

ウ ． 対象疾患の医療体系に されていること。 
重大な影響を 与えること イ ． 製剤学的な工夫等によ 
が 予想 はね 、 治療方法の り、 既存の医薬品。 比して、 
改善・進歩への 著しい 真 明らかに高い m 凍上の有 
敵 が期待されること。 月 性が期待されるこ と 

ワ
ノ
 



  l 画期的新薬 l 有用性の高い 新薬 @  市場規模の小さい 新薬   

平成 1 2 年了解 0 有用性加算 (1) (]0%) 0 市場性加算 (1) (10 冊   
現 収載 品 ち 2 つを満たす新規収載 品 載品 
イ ． 全く新しい着想、 によっ イ ． 薬事法の規定に 基づく希少 

て 研究・開発されたもの 0 有用性加算 ( Ⅱ ) (3 冊 疾病用医薬品であ って、 対象 
であ ること。 次の要件のいずれかを 満 となる疾病又は 負傷に係る効 

能及び効果が、 当該新規収載   
ることが、 客観的かつ 科 効性 又は安全性を 有する ること。 

と 。     
ることが予想、 され、 治療 的に実証されていること。 載品 
方法の改善・ 進歩への 著 
しい貢献が期待されるこ イ ・当該新規収載品の 能及び効果が、 市場規模が小 主たる効 
と 。 さいものとして 別に定める 薬 

効群に 該当すること。 
ロ ． 新規収載品の 主たる効能 及 
び 効果に係る薬理作用類似 薬 
がないこと。 

  

ちイ 又は ハ のいずれか及び 載品 
現 イ 収載 ．臨床上有用な 品 新規の作口を 満たす新規収載 品 イ ． 薬事法の規定に 基づく希少 

疾病用医薬品であ って、 対象   
れているこ と イ ． 類似 薬に 比して、 高い るこ と   
なる疾病又は 負傷の治療 れていること。 がないこと。 
方法の改善が 客観的に示 ロ ． 製剤における 工夫によ 
されていること。 り 、 類似 薬に 比して、 高 0 市場性加算 (n) (3%) 

ぃ 医療上の有用性を 有す 次の要件を全て 満たす新規 収 
ることが、 客観的に示さ 載品 
れていること。   
当該新規収載品の 対象と さいものとして 別に定める 薬   
されていること。 び 効果に係る薬理作用類似 薬 

がないこ と   
注 : 括弧内の加算率は 基準の加算率であ って、 薬価に応じて 傾斜配分する。 

/ み 



画期性加算又は 有用性加算 (1) が適用された 医薬品 

1, 画期性加算、 有用性加算 (1) の要件 

0 画期性加算の 要件 

次の要件を満たす 新規収載 品 

イ ．臨床上有用な 新規の作用機序を 有すること。 

ロ ．類似 薬に 比して、 高い有効性又は 安全性を有することが、 客観的に示さ 

れていること。 

ハ ．当該新規収載 日 。 により、 当該新規収載品の 対象となる疾病又は 負傷の治 

療方法の改善が 客観的に示されていること。 

0 有用性加算 (1) の要件 

画期性加算の 3 要件のうち イ 又は ハ のいずれか及び 口を満たす新規収載 品 

注 ) 上記の補正加算の 要件は、 平成 1 4 年 2 月 1 3 日像登第 0213008 号におい 

て一部改正がなされている。 

2. 画期性加算が 適用された医薬品 

成分名 儲柄名 ] 効能，効果 類似 薬 

( 薬価基準収載 日 ) 

@ タ ク ムス水和物 

[ プロバラフカプセル 、 
肝 移植における 拒絶反応の抑制 シクロスポリン 

プロバラフ注射 河 

( 平成 5 年 5 月 2 8 日 ) 

イ : 放線菌代謝産物に 着目して発見されたマクロライド 系の免疫抑制剤であ る。 
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成分名 健柄名 ] 効能・効果 類似 薬 

( 薬価基準収載 日 ) 

ェダ ラボン 脳梗塞急性期に 伴 う 神経症状、 

ラジカット 泊 日常生活動作障害、 機能障害の オサ 。 ク，シ ルナトリウム 

( 平成 1 3 年 6 月 1 日 )  改善 

イ : フリーラジカルを 消去する新規メカニズムを 有する。 

ロ : 間接的な比較であ るが、 本剤 とォ ザグ沖での二重盲検比較試験の 成績を比較 

したところ、 全般改善 度 において本剤が 有意に優った。 

ハ : 脳塞栓、 かつ出血性素因を 持つ患者にも 有効であ り、 脳梗塞の重症例にも 

使用できることから 臨床における 有用性も大きい。 

成分名 儲柄名 ] 効能・効果 類似 薬 

( 薬価基準収載 日 ) 

ミカフアン キ 。 ン ナトリウム アスペルギルス 属及びカンジ ダ 

[ ファンガード 点滴用 属 による下記感染症 
フルコ ナソ 。 一ル 

( 平成 14 年 12 月 6 日 )  真菌血症、 呼吸器真菌症、 消化 

管 真菌症 

イ : 従来とは異なり 真菌細胞壁への 新規作用機序を 有し、 この作用機序は 臨床 

上 有用であ ると評価され 得る。 

ロ : 直接の比較試験は 実施され行なかったが、 他の類似 薬で 認められる重篤な 

腎障害等が本剤の 国内臨床試験では 見られなかった。 

ハ : 本剤は第一選択薬としての 臨床的位置付けを 受けており、 治療の選択の 幅 

を 広げることが 期待された。 

/ ユ 



3. 有用性加算 (1) が適用された 医薬品 

成分名 儲柄名 ] 効能・効果 類似 薬 

( 薬価基準収載 日 ) 

ドセタ キセル水和物 

リキ ソテール 掛 乳癌・非心細胞肺癌 塩酸イリノ テカン 

( 平成 9 年 6 月 2 0 日 ) 

イ : 植物であ るイチイに着目して 発見された、 細胞内の微小管蛋白の 重合促進 
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成分名 儲柄名 ] 効能・効果 類似 薬 

く 薬価基準収載 日 Ⅰ 

パクリタ キセル水和物 

汐キ ソール 目 卵巣癌 塩酸イリノ テカン 

( 平成 9 年 1 2 月Ⅰ 2 日 ) 

イ : 植物であ るイチイに着目して 発見された、 細胞内の微小管蛋白の 重合促進 

を 薬理作用とする 新規タキ ソ イド系 抗 腫瘍成分であ る。 

ロ : 間接的な比較であ るが、 卵巣癌での奏効率を 塩酸 ィリ / テカンと 比較する 

と 、 本剤が明らかに 優る。 

成分名 儲柄乙 効能‥効果 

( 薬価基準収載 日 ) 

卸 。 フ寸 ・ゲメス わト ・ 押スわ 

類似 薬 

ト カリウム 

[ ティー 工 スワンカ フ 。 セル ] 
胃癌 7. 力 。 フ - ル・ ウヲ シル 

( 平成 11 年 3 月 19 日 ) l 

イ : 刑 。 フ 刊の抗癌作用を 増強し、 かつ消化管障害を 抑制する目的で、 キ ，メスタパ 

及び村ス わ Ⅶ ゥム を配合した薬剤であ り、 新しい着想であ ると評価できる。 

ロ : 間接的な比較であ るが、 胃癌に対する 奏効率が 甜 。 ト ル・ ウ ルル、 減フ 。 ラル 注、 

塩酸 ィ け用 ンと 比して明らかに 優る。 



成分名 儲柄名 ] 効能・効果 類似 薬 

( 薬価基準収載 日 ) 

フェン タ ニル 

ブユ ロテップ パッ刊 
激しい疾病を 伴 う 各種 癌 におけ 

塩酸モルヒネ 、 

( 平成 1 3 年 1 2 月 7 日 ) 
る 鎮痛 

ロ : 塩酸モルヒネに 比して副作用 ( 眠気・下痢 ) の有意な低下がみられた。 また、 

塩酸モルヒネ、 において問題となっている 呼吸抑制は認められなかった。 

ハ : 本剤 ( 貼付 剤 ) は注射 剤 、 坐剤に比して 侵襲性 が低く、 持続的投与を 可能にす 

ることで、 患者の QOL 改善につながると 期待される 

成分名 儲柄右 効能・効果 類似 薬 

( 薬価基準収載 日 ) 

本剤に感性の フ 。 ト 。 ゥ 球菌 属 、 レ 、 刈 球 

菌属 、 肺炎球菌、 モラクセ ラ ・； タ ラ ーリ ス 、 

イソフルエン サ 。 菌 、 へ 。 フ 。 トスリ ブ 。 トコ ソ ；ス居 、 

フ 。 レホ 。 テラ 属 、 B 市炎 クラ ミシ 。 ア 、 B 市炎 マイコフ。 

ラス。 マ 、 レシ。 オ ネラ属による 下記感染症 
テ リスロマイシン 

・扁桃炎、 咽頭炎、 咽喉頭炎、 急 アジスロマイシン 
[ ケ テック 錠 300 皿 ま 

性 気管支炎、 慢性呼吸器疾患の 二 
( 平成 15 年 12  月 12  % 

水和物 

次 感染 ( 慢性気管支炎、 びまん性 

汎細 気管支炎、 気管支拡張症、 肺 

気腫 、 気管支喘息等 ) 、 肺炎 

・ 富 ・ J 鼻片 空茶 

・歯周組織 炎 、 歯冠周囲 炎 、 顎炎 

ロ : マ加 ライト，耐性菌が 蔓 延していたことから マ舛 ライト。 系 製剤との比較試験は 行わ 

れていないが、 イゴル及びて 舛 ライト。 耐性肺炎球菌に 対しても有効性が 示され 

ている。 

ハメニ シル及びマクロライト ，耐性肺炎球菌に 対し交差耐性を 示さず、 臨床効果が示さ 

れている。 また、 市中呼吸器感染症に 対する ェンヒ 。 ルクセラ ヒ 。 - として有用とさ 

れており、 地割無効 何 にも有効性を 示し、 適応 菌種 で初めて レゾ柄ぅ 属を取 

得している。 

/ Ⅰ z 



外国平均価格調整について 

Ⅰ 基本的考え方 

類似薬効比較方式、 原価計算方式による 算定の制度的な 限界も踏まえ、 同一の組成等の 薬 
剤が既に外国において 流通している 場合には、 この価格を用いて、 一定の調整を 行 う 。 ただ 

し 、 新規収載 品 が既収載品の 規格追加等の 場合は、 調整しない。 

2  算定方法 

① 外国平均価格 
各国の比較対象品の 価格の相加平均額 

( 注 l) L ヒ較 対象国は、 アメリカ、 イギリス、 ドイツ及びフランス 

( 注 2) 比較対象 品は 、 当該新規収載 品 と組成及び剤形区分が 同一であ って、 規格及び使用実態 

からみて当該新規収載 品 と最も類似している 比較対象国の 薬剤 ( 比較対象国の 薬剤に係る 

価格 表 に収載されているものに 限る。 ) とする。 

② 調整対象要件 
外国価格調整双の 算定値と覚国平均価格を 比較し、 当該算定値が 次の場合に調整。 

イ 外国平均価格の 3/2 倍 (1. 5 倍 ) を上回る場合 ( 当該新規収載 占 。 の規格 ( 有効成 

分の含有量 ) が当該比較対象品を 上回る場合を 除く。 ) 
口 外国平均価格の 3/4 倍 (0. 7 5 倍 ) を下回る場合 ( ヨ該 新規収載品の 規格 ( 有効成 

分の含有量 ) が当該比較対象品を 下回る場合を 除く。   

③ 調整方法 

外国価格調整双の 算定値及び覚国平均価格を 用いて次の算式により 調整 

イ 3/2 倍 (1. 5 倍 ) を上回る場合の 算式   
算定値   

外国平均価格   
ロ 3/4 倍 (0. 7 5 倍 ) を下回る場合の 算式   

算定値       
( 注 1) 上記 ロ による算定額が 調整前の額の 2 倍を上回る場合には、 当該 額 とする。 

( 注 2) 組成、 剤形区分及び 製造業者等が 同一の複数の 新規収載 品が 、 同時に薬価収載される 場 

合には、 外国価格調整の 対象要件に該当するものについて、 それぞれ算定される 変化率を 

求め、 その変化率を 全ての新規収載品の 数で相加平均した 数値を用いて 調整。 












